
スポーツを通じた防災教育推進モデル構築事業委託要項

令 和 ７ 年 ９ 月 ８ 日 

ス ポ ー ツ 庁 次 長 決 定

１．趣 旨 

 災害発生時の対応を担う地域の人材や組織の確保が困難となる中で、災害に対する

備えとして、国民一人一人の防災意識を高め、災害発生時に避難等の的確な対応を取

るための防災教育の重要性が高まっている。 

 これまでの防災教育を通じて、防災グッズなどの「備え」の必要性への理解は徐々

に広まりつつあるが、災害発生時に避難・救助行動ができる健康・身体能力を平時か

ら身に着けることの「備え」の必要性に対する理解は希薄である。 

 そのような状況を踏まえ、誰もが直面しうる災害への備えとして、スポーツを活用

した防災教育のためのプログラムを開発・普及することを通じて、国民の体力づくり

を推進しつつ、運動・スポーツに対するモチベーションと防災に対する意識を同時に

高める。 

 その際、楽しさや競技性を持たせたプログラムとすることで子どもを含めた防災教

育への参加ハードルを下げつつ、発災時に役立つ判断力・行動力・体力を鍛え、防災

知識を高めることで、国民全体の防災力の底上げにつなげる。 

２．事業の内容 

災害発生時に避難や救助ができる健康・身体能力を平時から身につけつつ、スポー

ツ競技を通じて防災知識・技術を楽しく学べる防災教育プログラムを新たに開発し、

そのプログラムに基づく取組を普及・推進することにより、スポーツを活用した防災

教育モデルを構築し、国民の防災力向上を図る。 

３．事業の委託先 

本事業の委託先は、法人格を有する団体（以下「団体」という。）とする。 

４．委託期間 

  本事業の委託期間は、委託を受けた日から業務が終了する日までとする。（ただ

し、年度をまたぐことはできない。） 

５．委託手続 

（１）団体が事業の委託を受けようとするときは、事業計画書をスポーツ庁に提出す

ること。 
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（２）スポーツ庁は、上記により提出された事業計画書等の内容を検討し、内容が適

切であると認めた場合、団体に対し事業を委託する。 

 

６．委託経費 

（１）スポーツ庁は、予算の範囲内で事業に要する経費（設備備品費、人件費、諸謝金、

旅費、借損料、印刷製本費、消耗品費、会議費、通信運搬費、雑役務費、保険料、

消費税相当額、一般管理費、再委託費）を委託費として支出する。 

（２）スポーツ庁は、本事業の委託を受けた団体が委託要項又は委託契約書等に違反し

たとき、又は委託事業の遂行が困難であると認めたときは、委託契約を解除し、委

託費の全部又は一部について返還を命じることができる。 

 

７．再委託 

本事業の全部を第三者に委託（以下「再委託」という。）することはできない。

ただし、本事業のうち、再委託することが事業を実施する上で合理的であると認め

られるものについては、本事業の一部を再委託することができる。 

 

８．事業完了（廃止等）の報告 

団体は、本事業が完了したとき（中止・廃止の承認を受けたときを含む）は、委

託事業完了（廃止）報告書及び支出を証する書類の写を、完了した日から１０日を

経過した日、又は契約期間満了日のいずれか早い日までに、スポーツ庁に提出しな

ければならない。 

 

９．委託費の額の確定 

（１）スポーツ庁は、上記８により提出された委託事業完了（廃止）報告書について審

査及び必要に応じて現地調査を行い、その内容が適正であると認めたときは、委託

費の額を確定し、団体へ通知するものとする。 

（２）上記(１)の確定額は、本事業に要した決算額と委託契約額のいずれか低い額とす

る。 

 

１０．著作権等 

（１）本事業により発生した著作権がある場合には、原則として、スポーツ庁に帰属さ

せる。 

（２）上記（１）の規定により著作権を委託先からスポーツ庁に譲渡する場合において、

当該著作物を自ら創作したときは、委託先は当該著作人格権を行使しないものと

し、また当該著作物を委託先以外の第三者が創作したときは、委託先は当該第三者

が著作人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。 
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（３）ただし、委託契約書において上記（１）及び（２）と別の定めがあるときは、こ

の限りではない。 

 

１１．その他 

（１）スポーツ庁は、団体における本事業が当該趣旨に反すると認められるときには、

必要な是正措置を講ずるよう求めることができる。 

（２）スポーツ庁は、委託事業の実施に当たり、団体等の求めに応じて指導・助言を行

うとともに、その効果的な運営を図るため協力する。 

（３）スポーツ庁は、必要に応じ本事業の実施状況及び経理処理状況について、実態調

査を行うことができる。 

（４）委託先は、事業の遂行によって知り得た事項については、その秘密を保持しなけ

ればならない。 

（５）団体は、委託事業の実施に当たり、成果報告書等成果物のほか、開催案内等対外

的な発信をする際には、スポーツ庁委託事業であることを明示しなければならな

い。 

（６）この要項に定めるもののほか、本事業の実施に当たり、必要な事項については、

別に定める。 

 




